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4 博士課程後期の修了要件は、当該課程に 3 年(専門職学位課程(法科大学院)を修了した者にあっては 2 年)以
上在学し、20単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準2.0以上を満た
し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期
間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

5 第1項ただし書の規定に基づき、優れた研究業績により1年以上の在学期間をもって博士課程前期を修了し
た者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、前項ただし書中「1 年以上」とあるのは
「3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。

6 他の大学院において標準修業年限1年以上2年未満とした修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程を修
了した者の博士課程後期の修了要件は、第4項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該1年以上2
年未満の期間を減じた期間以上」と読み替えて適用する。

7 前3項の規定にかかわらず、第6条の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の
修了要件は、当該履修期間在学し、20単位以上を修得し、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average) 
の基準2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することと
する。

8 学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(学位論文等の提出時期) 

第11条 学位論文その他教授会が別に定める書類は、学府が別に定める期間内に提出しなければならない。
(事務) 

第12条 学府の事務は、社会科学系事務部において処理する。
(雑則) 

第13条 この規則に定めるもののほか、学府に関し必要な事項は、学府長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号) 
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月11日規則第33号) 
1 この規則は、令和3年8月11日より施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年3月31日に現に国際社会科学府に在学する者（以下この附則において「在学者」という。）並び
に博士課程前期においては、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間、博士課程後期においては、令
和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者
に係る修了要件並びに他の大学院等の授業科目の履修については、改正後の第8条第2項及び第8条第3項
の規定にかかわらず、なお従前の例による。

Ⅱ．共通事項 

○コース選択、履修パス選択

入学後最初の学期初の科目履修登録時に、①専攻内コース、②履修パスを、指導教員（演習担当教

員）等と相談の上、選択する。①専攻内コースの選択については、一般プログラムコース、経済 DS コ 

ース、地域政策 DS コースから選択することができる（ただし、リスキリング特別入試による入学者は

経済 DS コースまたは地域政策 DS コースからの選択とする。また、金融プログラム特別入試による入

学者は金融プログラム特別コースのみの選択とする）。②履修パスの選択については、修了要件として

修士論文を選択するのか、博士論文研究基礎力考査（QE）を選択するのかを選択する。ただし、地域

政策 DS コースについては修士論文で修了するパスのみとする。専攻内コース・履修パスについては、

研究・学修計画の変更が妥当であると指導教員等が認める場合、本人の届け出により、博士課程前期１

年秋学期初または２年進学時に選択変更を認める。各コースの履修方法については、以下を参照のこと。 




